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一　

問
題
の
所
在

近
年
、
技
術
革
新
が
急
速
に
進
展
す
る
中
、
高
度
先
端
技
術
（
ハ
イ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
）
の
分
野
に
お
い
て
、
互
い
に
競
い
合
う
会
社

の
数
が
増
え
る
に
つ
れ
て
、
技
術
的
知
識
・
情
報
、
市
場
や
顧
客
に
つ
い
て
の
知
識
・
情
報
を
持
つ
被
用
者
の
労
働
市
場
で
の
価
値
は
高

ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
企
業
等
で
働
く
、
こ
う
し
た
技
術
等
の
知
識
・
情
報
を
持
つ
優
れ
た
人
財
が
退
職
し
、
国
内
外

を
問
わ
ず
、
同
業
他
社
に
転
職
し
た
り
、
あ
る
い
は
同
業
他
社
を
起
ち
上
げ
る
と
い
う
機
会
も
、
ま
す
ま
す
増
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
と

し
て
、
使
用
者
は
、
会
社
の
有
す
る
最
も
価
値
の
あ
る
資
産
と
さ
れ
る
「
営
業
秘
密
（
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
）」
を
適
切
に
保
護

す
る
必
要
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る（

１
）。

大
手
企
業
で
あ
る
か
、
中
小
企
業
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
企
業
に
は
事
業
を
展
開
す
る
う
え
に
お
い
て
社
内
に
様
々
な
営
業
上
の
秘
密

が
内
在
し
て
い
る
。
な
か
で
も
、
企
業
の
保
有
す
る
「
営
業
秘
密
」
は
、
特
許
権
、
著
作
権
お
よ
び
商
標
権
等
と
と
も
に
、
知
的
財
産
権

の
一
つ
と
し
て
、
企
業
の
競
争
力
や
持
続
的
発
展
に
と
っ
て
重
要
な
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
被
用
者
の
転
職
あ
る
い
は
起
業
に

伴
っ
て
、「
営
業
秘
密
」
の
漏
洩
・
流
出
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
被
用
者
等
の
人
を
介
し
て
の
「
営
業
秘
密
」
の
漏
洩
・
流

出
の
リ
ス
ク
に
対
処
す
る
た
め
に
、
使
用
者
は
、
在
職
中
あ
る
い
は
退
職
時
に
、
被
用
者
が
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
洩
し
な
い
義
務

を
定
め
る
秘
密
保
持
特
約（

２
）や

、
こ
れ
を
実
質
的
に
担
保
す
る
た
め
に
使
用
者
と
競
業
す
る
会
社
に
転
職
あ
る
い
は
起
業
し
な
い
義
務
を
定

め
る
競
業
禁
止
特
約
を
締
結
す
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
策
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
競
業
禁
止
特
約
に
よ
り
、
被
用
者
は
、
使
用
者
と
の
雇
用
契
約
が
終
了
し
た
後
に
も
、
同
業
他
社
へ
の
転
職
あ
る
い
は
同
業

他
社
の
起
業
と
い
う
形
で
、
元
の
使
用
者
と
競
争
関
係
に
入
る
こ
と
を
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
革
新
に
意
欲

的
な
被
用
者
は
、
同
業
他
社
へ
の
転
職
あ
る
い
は
同
業
他
社
の
起
業
に
制
限
が
加
わ
る
。
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も
と
よ
り
、
一
般
に
、
被
用
者
は
退
職
後
、
会
社
在
職
中
の
様
々
な
経
験
に
よ
っ
て
身
に
付
け
た
多
く
の
知
識
・
情
報
等
を
最
大
限
に

生
か
し
て
、
転
職
か
起
業
に
よ
っ
て
、
生
活
を
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
「
営
業

秘
密
」
を
保
護
す
る
不
正
競
争
防
止
法
の
「
営
業
秘
密
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
と
も
か
く
、
同
業
他
社
へ
の
転
職
あ
る
い
は

同
業
他
社
の
起
業
を
禁
止
す
る
制
約
を
、
何
ら
取
り
決
め
る
こ
と
な
く
、
当
然
に
課
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
と
り
わ
け
、

「
営
業
秘
密
」
を
使
用
し
な
い
競
業
を
制
限
す
る
た
め
に
は
、
契
約
上
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
る（

３
）。

こ
う
し
て
、
被
用
者
の
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
に
つ
い
て
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
、
使
用
者
は
、
退

職
金
の
減
額
・
不
支
給（

４
）、

損
害
賠
償
請
求（
５
）、

競
業
行
為
の
差
止
請
求（
６
）等

の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
競
業
避
止
義
務
に
違

反
し
た
者
に
対
す
る
使
用
者
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
雇
用
関
係
の
終
了
後
に
競
業
避
止
義
務

を
定
め
る
競
業
禁
止
特
約
の
有
効
性
が
、
い
か
な
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
の
か
が
最
も
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
、
会
社
の
技
術
的
秘
密
を
知

る
被
用
者
の
退
職
後
に
お
け
る
競
業
行
為
を
禁
止
す
る
旨
の
特
約
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
裁
判
所
と
し
て
正
面
か
ら
見
据
え
て
取
り
組
ん

だ
主
要
な
裁
判
例
と
し
て
は
、
す
で
に
フ
オ
セ
コ
・
ジ
ヤ
パ
ン
・
リ
ミ
テ
イ
ド
・
不
正
競
業
行
為
禁
止
仮
処
分
命
令
事
件
判
決（

７
）が

あ
る
。

裁
判
所
は
本
件
判
決
に
お
い
て
独
自
の
「
合
理
性
」
基
準
を
定
立
し
て
、
右
の
問
題
の
解
決
に
向
け
て
、
道
筋
を
つ
け
た
。
そ
の
判
示
内

容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
被
用
者
に
対
し
、
退
職
後
特
定
の
職
業
に
つ
く
こ
と
を
禁
ず
る
い
わ
ゆ
る
競
業
禁
止
の
特
約
は

経
済
的
弱
者
で
あ
る
被
用
者
か
ら
生
計
の
道
を
奪
い
、そ
の
生
存
を
脅
か
す
虞
が
あ
る
と
同
時
に
被
用
者
の
職
業
選
択
の
自
由
を
制
限
し
、

又
競
争
の
制
限
に
よ
る
不
当
な
独
占
の
発
生
す
る
虞
等
を
伴
う
か
ら
そ
の
特
約
締
結
に
つ
き
合
理
的
な
事
情
の
存
在
す
る
こ
と
の
立
証
が

な
い
と
き
は
一
応
営
業
の
自
由
に
対
す
る
干
渉
と
み
な
さ
れ
、
特
に
そ
の
特
約
が
単
に
競
争
者
の
排
除
、
抑
制
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、

公
序
良
俗
に
反
し
無
効
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。」
と
述
べ
、「
競
業
の
制
限
が
合
理
的
範
囲
を
超
え
、
債
権
者
（
従
業
員
）
ら
の

職
業
選
択
の
自
由
等
を
不
当
に
拘
束
し
、
同
人
の
生
存
を
脅
か
す
場
合
に
は
、
そ
の
制
限
は
、
公
序
良
俗
に
反
し
無
効
と
な
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
う
し
た
合
理
的
範
囲
を
確
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
制
限
の
期
間
、
場
所
的
範
囲
、
制
限
の
対
象
と
な
る
職
種
の
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範
囲
、
代
償
の
有
無
等
に
つ
い
て
、
債
権
者
（
会
社
）
の
利
益
（
企
業
秘
密
の
保
護
）、
債
務
者
（
従
業
員
）
の
不
利
益
（
転
職
、
再
就

職
の
不
自
由
）
及
び
社
会
的
利
害
（
独
占
集
中
の
虞
れ
、
そ
れ
に
伴
う
一
般
消
費
者
の
利
害
）」
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
慎
重
に
検
討

し
て
い
く
こ
と
を
要
す
る
」
と
し
、「
技
術
的
秘
密
を
保
護
す
る
た
め
に
当
該
使
用
者
の
営
業
の
秘
密
を
知
り
得
る
立
場
に
あ
る
者
、
た

と
え
ば
技
術
の
中
枢
部
に
タ
ッ
チ
す
る
職
員
に
秘
密
保
持
義
務
を
負
わ
せ
、
又
右
秘
密
保
持
義
務
を
実
質
的
に
担
保
す
る
た
め
に
退
職
後

に
お
け
る
一
定
期
間
、
競
業
避
止
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
適
法
・
有
効
と
解
す
る
の
を
相
当
と
す
る
。」
と
判
示
し
た（

８
）。

本
件
判
決
は
、
要
す
る
に
、
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
は
、
諸
事
情
を
総
合
し
た
う
え
で
、
合
理
的
な
制
限
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
限
り
、
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
を
制
限
し
て
も
特
約
は
有
効
で
あ
り
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
競
業
禁
止
特
約
の

有
効
性
に
つ
い
て
は
、「
合
理
性
」の
基
準
の
も
と
に
、合
理
的
な
制
限
の
範
囲
内
か
否
か
、そ
の
合
理
的
範
囲
の
確
定
に
関
心
が
払
わ
れ
る
。

右
の
フ
オ
セ
コ
・
ジ
ヤ
パ
ン
・
リ
ミ
テ
イ
ド
事
件
判
決
に
み
る
競
業
禁
止
特
約
の
有
効
性
判
断
の
枠
組
み
に
お
け
る
「
合
理
性
」
な
る
基

準
は
、
一
般
的
基
準
と
し
て
は
と
も
か
く
、
抽
象
的
・
相
対
的
な
基
準
で
あ
り
、「
基
準
」
と
呼
べ
る
も
の
か
ど
う
か
別
と
し
て
、
そ
の

後
の
同
種
の
事
案
の
判
断
で
も
踏
襲
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
は
言
う
も
の
の
、
右
判
決
の
い
う
合
理
的
な
制
限
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
、
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
を
制
限
し
て
も

特
約
は
有
効
で
あ
り
得
る
と
い
う
判
例
法
理
の
も
と
で
、
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
い
か
な
る
場
合
に
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
か
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
裁
判
例
は
、
特
約
等
に
つ
い
て
無
効
と
解
す
る
も
の（

９
）と

、
有
効
で
あ
る
と
解
す
る
も
の）

（1
（

に
分
か
れ
て
き
た
。
こ
う
し

て
、
従
来
、
裁
判
例
は
、「
合
理
性
」
の
解
釈
い
か
ん
に
よ
っ
て
競
業
禁
止
特
約
が
有
効
か
否
か
の
結
論
が
分
か
れ
、「
合
理
性
」
判
断
に

関
す
る
「
予
測
可
能
性
」
の
欠
如
の
問
題
、
換
言
す
れ
ば
、「
不
確
実
性
」
の
問
題）

（（
（

を
伴
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
わ
が
国
に
お
け
る
企
業
経
営
上
最
も
深
刻
な
「
営
業
秘
密
」
の
漏
洩
・
流
出
問
題
等
に
対
処
す
る
た
め
に
取

ら
れ
る
重
要
な
契
約
手
法
と
し
て
の
競
業
禁
止
特
約
の
有
効
性
の
判
断
枠
組
み
に
お
け
る
合
理
性
判
断
に
つ
い
て
「
不
確
実
性
」
の
問
題

を
伴
う
な
ら
ば
、
使
用
者
は
被
用
者
と
の
間
で
い
か
な
る
特
約
を
締
結
す
べ
き
か
が
不
明
確
な
ま
ま
で
あ
り
、
労
使
双
方
と
も
不
安
定
な
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状
態
に
置
か
れ
、
事
後
的
に
競
業
禁
止
特
約
の
有
効
性
や
民
事
的
な
救
済
措
置
等
を
め
ぐ
っ
て
、
訴
訟
が
起
こ
る
リ
ス
ク
が
少
な
く
な
い
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
被
用
者
の
転
職
あ
る
い
は
起
業
に
よ
る
活
発
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
競
争
こ
そ
が
、
わ
が
国
の
企
業
や
産
業
、
ひ
い

て
は
経
済
全
体
を
も
活
性
化
さ
せ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
り
わ
け
、
競
業
禁
止
特
約
は
、
し
ば
し

ば
、
革
新
に
意
欲
的
な
被
用
者
が
自
ら
の
選
択
に
よ
っ
て
転
職
あ
る
い
は
起
業
す
る
機
会
を
妨
げ
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
を
遅
延
さ

せ
る
恐
れ
が
あ
る
等
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
今
後
の
わ
が
国
に
お
け
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
持
続
的
進
展
に
と
っ
て
支
障
を
来
す
懸
念

が
あ
る
。

二　

本
研
究
の
目
的 

競
業
禁
止
特
約
の
有
効
性
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
不
確
実
性
」
の
問
題
を
伴
い
な
が
ら
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
一
層
の
促
進
に
向
け
て
、

雇
用
関
係
の
終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
課
題
が
、
今
日
ほ
ど
真
剣
に
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
は

な
い
。

右
の
課
題
に
関
わ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
き
た
研
究
と
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
使
用
者
の
「
営

業
秘
密
」
の
保
護
と
、
労
働
者
の
転
職
・
起
業
の
自
由
と
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
長
年
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る）

（1
（

。

こ
う
し
た
主
題
に
あ
っ
て
、被
用
者
の
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
に
つ
い
て
は
、そ
の
根
拠
、競
業
避
止
義
務
と
秘
密
保
持
義
務
の
内
容
、

性
質
、両
義
務
の
相
互
関
係
、競
業
避
止
義
務
に
つ
い
て
使
用
者
の
正
当
な
利
益
、労
働
者
の
退
職
前
の
地
位
、競
業
を
禁
止
さ
れ
る
期
間
・

地
域
・
対
象
、
使
用
者
に
よ
る
代
償
措
置
の
有
無
と
そ
の
内
容
等
に
つ
い
て
、
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た）

（1
（

。
し
か
し
、
被
用
者
の
退
職
後
の

競
業
避
止
義
務
と
秘
密
保
持
義
務
と
い
う
二
つ
の
義
務
に
対
す
る
労
働
法
の
分
野
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
関
心
の
度
合
い
は
、
異
な
っ
て

き
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
競
業
避
止
義
務
と
秘
密
保
持
義
務
を
比
べ
て
み
る
と
、
被
用
者
の
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
の
方
が
、
労
働
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法
の
分
野
に
お
い
て
よ
り
多
く
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
競
業
避
止
義
務
が
直
接
に
労
働
者
の
転
職
の

み
な
ら
ず
、
起
業
の
自
由
を
制
限
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
実
際
、
わ
が
国
の
裁
判
所
は
、
先
に
述
べ
た
フ
オ
セ
コ
・
ジ
ヤ
パ
ン
・

リ
ミ
テ
イ
ド
事
件
判
決
に
端
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
雇
用
関
係
の
終
了
後
の
禁
止
特
約
の
有
効
性
の
判
断
に
お
い
て
、
被
用
者
の
「
転

職
、
再
就
職
の
不
自
由
」
等
に
注
意
を
払
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
直
近
の
中
小
企
業
白
書
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
の
開
廃
業
率
は
、
欧
米
に
比
べ
、
低
い
水
準
で
推
移
し
て
い
る
。
ま
た
、
起

業
を
希
望
す
る
起
業
希
望
者
の
数
も
急
激
に
減
少
し
て
い
る
と
さ
れ
る）

（1
（

。

こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、
雇
用
関
係
の
終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
の
「
営
業
秘
密
」
を
保
護
し
つ
つ
、

起
業
家
精
神
に
基
づ
い
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
方
向
で
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後
は

こ
う
し
た
目
的
に
沿
う
形
で
被
用
者
が
転
職
あ
る
い
は
起
業
を
し
や
す
い
法
的
環
境
を
整
え
な
が
ら
、
わ
が
国
の
経
済
を
活
性
化
さ
せ
た

り
、
経
済
の
持
つ
潜
在
力
を
引
き
出
し
た
り
、
そ
の
可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、

わ
が
国
の
経
済
成
長
の
源
で
あ
っ
て
、
被
用
者
が
転
職
あ
る
い
は
起
業
が
し
に
く
い
よ
う
な
法
的
環
境
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ

に
く
い
法
的
環
境
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

思
う
に
、
雇
用
関
係
の
終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
は
、
革
新
に
意
欲
的
な
被
用
者
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
脅
か
す
事
態
を
孕
む
だ
け
で

は
な
く
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
へ
向
け
て
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
損
な
い
、
被
用
者
の
転
職
あ
る
い
は
起
業
を
難
し
く
す
る
等
、
わ

が
国
経
済
の
持
続
的
成
長
や
発
展
を
阻
害
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
な
い
か
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
わ
が
国
の
雇
用
関
係
の
終
了
後
の
競
業

禁
止
特
約
は
、「
不
確
実
性
」
の
問
題
を
伴
っ
て
、
深
刻
で
根
の
深
い
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
競
業
禁
止
特
約
は
、
単
に
労

働
法
の
対
象
領
域
か
「
営
業
秘
密
」
を
保
護
す
る
不
正
競
争
防
止
法
の
規
制
対
象
領
域
か
、
と
い
う
表
面
的
な
議
論
や
、
労
使
の
利
益
調

整
に
終
始
す
る
こ
と
な
く
、
競
業
禁
止
特
約
の
本
質
や
、
そ
の
歴
史
に
遡
っ
た
議
論
と
、
企
業
の
「
営
業
秘
密
」
を
守
る
た
め
の
競
業
禁

止
特
約
に
対
す
る
見
方
も
時
代
に
見
合
っ
た
前
向
き
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
真
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
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経
済
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
、
国
際
社
会
の
中
の
日
本
経
済
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
競
業
禁
止
特
約
を
め
ぐ
る
「
不
確
実
性
」
の
問
題
を
契
機
に
し
て
、
競
業
禁
止
特
約
は
、
革
新
に
意
欲
的
な
被

用
者
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
制
限
す
る
事
態
を
生
む
可
能
性
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
創
造
的
な
企
業
へ
の
転
職
あ
る
い
は
起
業
を
阻
害

す
る
要
因
と
な
っ
て
い
な
い
か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
り
関
連
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

右
の
研
究
目
的
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
競
業
禁
止
特
約
に
関
し
て
長
い
歴
史
が
あ
り
、
わ
が
国
と
経
済
的
、
政
治
的
に
も
密
接
な
関
係

を
持
ち
、
競
業
禁
止
特
約
の
「
不
確
実
性
」
の
問
題
や
、
使
用
者
の
「
営
業
秘
密
」
の
保
護
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
向
け
て
の
被
用
者
の

転
職
あ
る
い
は
起
業
の
両
立
等
、
共
通
の
雇
用
関
係
の
終
了
後
の
法
律
問
題
に
直
面
し
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
裁
判
例
の
積
み
重
ね
と
論

考
が
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
、ア
メ
リ
カ
と
い
う
。）
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、日
本
の
競
業
禁
止
特
約
の
あ
り
方
に
対
し
て
、

有
益
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
右
の
問
題
が
使
用
者
の
「
営
業
秘
密
」
の
保
護
と
、
被
用
者
の
転
職
あ
る
い
は
起

業
の
自
由
の
精
神
に
沿
っ
て
、
円
滑
に
解
決
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
意
義
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
知
識
・
情
報

と
経
験
を
持
つ
被
用
者
の
転
職
あ
る
い
は
起
業
の
制
約
に
つ
い
て
の
か
な
り
典
型
的
な
例
と
し
て
、
雇
用
関
係
の
終
了
後
の
競
業
禁
止
特

約
に
つ
い
て
、
豊
富
な
経
験
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
競
業
禁
止
特
約
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
展
開
を
研
究
す
る
こ
と
も
有
意
義
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

三　

研
究
の
具
体
的
対
象
領
域

１　

本
研
究
の
具
体
的
対
象
領
域
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
本
研
究
の
目
的
に
沿
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
に
目
を
向
け
る
と
、
わ
が
国
同

様
に
、
使
用
者
が
そ
の
事
業
上
の
利
益
を
守
る
必
要
性
を
痛
切
に
感
じ
る
に
つ
れ
て
、
雇
用
関
係
の
終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
は
、
雇
用
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契
約
に
お
い
て
長
年
に
わ
た
っ
て
盛
り
込
ま
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
競
業
禁
止
特
約
の
歴
史
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
以
下
、

イ
ギ
リ
ス
と
い
う
。）
の
徒
弟
制
度
（apprenticeship system

）
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る）

（1
（

。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
雇
用
関
係
の

終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
に
つ
い
て
の
長
い
歴
史
に
つ
い
て
ふ
り
返
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

も
と
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
競
業
禁
止
特
約
は
、
伝
統
的
な
雇
用
条
件
と
さ
れ
、
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
雇
用
関
係
の
終
了

後
の
競
業
禁
止
特
約
の
強
制
に
関
し
て
は
、
し
ば
し
ば
訴
訟
で
争
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判

所
は
、
歴
史
的
に
見
る
と
、
そ
う
し
た
特
約
に
懐
疑
的
な
態
度
を
示
し
、
特
約
を
強
制
す
る
た
め
に
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
を
し
ば
し

ば
拒
否
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
裁
判
例
の
傾
向
は
、
被
用
者
の
退
職
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
損
失
か
ら
自
己
の
事
業
を
守
る

た
め
に
競
業
禁
止
契
約
に
依
存
す
る
使
用
者
ら
を
不
安
定
な
状
態
に
陥
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
多
く
の
州
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
雇
用
関

係
の
終
了
後
の
法
分
野
に
お
い
て
明
確
な
ル
ー
ル
が
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
競
業
禁
止
特
約
の
強
制
可
能
性
に
つ
い
て
い
か
に
判
断
が
な

さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
首
尾
一
貫
し
た
指
針
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る）

（1
（

。

こ
う
し
て
、
競
業
禁
止
特
約
の
強
制
可
能
性
に
つ
い
て
明
確
な
ル
ー
ル
が
な
い
と
い
う
現
実
は
、
競
争
優
位
を
維
持
す
る
た
め
の
使
用

者
の
投
資
意
欲
を
削
ぐ
だ
け
で
は
な
く
、
使
用
者
は
本
当
に
キ
ー
に
な
る
被
用
者
ら
と
の
契
約
に
お
い
て
、
競
業
禁
止
特
約
等
を
盛
り
込

ん
だ
と
し
て
も
、
裁
判
所
が
実
際
に
、
そ
う
し
た
特
約
を
強
制
し
、
被
用
者
ら
が
競
業
関
係
に
立
つ
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
の
か
は
、
使
用

者
に
と
っ
て
確
信
を
持
て
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
被
用
者
は
、
高
額
な
訴
訟
費
用
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、
転
職
や
起
業
を
躊
躇
す
る
可

能
性
が
あ
る
。

こ
う
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
競
業
禁
止
特
約
に
つ
い
て
の
「
不
確
実
性
」
の
問
題
は
広
く
認
識
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る）
（1
（

。
し
か
し
、
同
じ
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
て
、
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
使
用
者
は
、
競
業
禁
止
特
約
の
強
制
の
「
不
確
実
性
」

の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
一
つ
の
有
力
な
方
法
と
し
て
、
と
り
わ
け
、「
庭
（
ガ
ー
デ
ン
）」
に
愛
着
を
寄
せ
る
同
国
の
国
民
性
か
ら
、

「
ガ
ー
デ
ン
・
リ
ー
ヴ
（garden leave

）」
と
呼
ば
れ
る
競
争
禁
止
特
約
の
一
変
型
を
あ
み
出
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ガ
ー
デ
ン
・
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リ
ー
ヴ
条
項
に
よ
れ
ば
、
競
業
禁
止
特
約
と
は
異
な
り
、
被
用
者
は
退
職
す
る
相
当
前
に
、
使
用
者
に
そ
の
予
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、こ
の
間
、使
用
者
は
、当
該
被
用
者
に
労
働
を
強
制
で
き
な
い
ば
か
り
か
、当
該
被
用
者
に
は
報
酬
等
が
全
額
支
払
わ
れ
る
。

と
は
言
え
、当
該
被
用
者
は
、「
被
用
者
」
の
地
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、競
争
相
手
の
と
こ
ろ
で
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
か
、

当
該
使
用
者
を
害
す
る
こ
と
は
何
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
労
使
間
の
取
り
決
め
は
、
使
用
者
に
必
要
な
保
護
を
与

え
る
一
方
で
、
被
用
者
に
と
っ
て
も
「
フ
ェ
ア
（fair

）」
な
も
の
と
さ
れ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
に
よ
り
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
強

制
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
ガ
ー
デ
ン
・
リ
ー
ヴ
条
項
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
競
業
禁
止
特
約
の
強
制
可
能
性
に
関
す
る

「
不
確
実
性
」
の
問
題
に
対
し
て
一
つ
の
解
決
方
法
を
提
示
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
果
た
し
て
、
そ
う
し
た
条
項
が
「
不

確
実
性
」
の
問
題
の
真
の
解
決
方
法
に
な
り
得
る
か
ど
う
か
検
討
を
必
要
と
す
る）

（1
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
そ
う
し
た
条

項
の
効
用
に
着
目
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
、
と
り
わ
け
、
競
争
の
激
し
い
業
界
の
多
く
の
使
用
者
は
、
こ
う
し
た
規
定
は
伝
統
的
な

雇
用
関
係
の
終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
に
比
べ
て
、
強
制
可
能
性
の
点
で
、
よ
り
信
頼
に
足
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
越
し
て
、
キ
ー
に

な
る
被
用
者
と
の
契
約
に
ガ
ー
デ
ン
・
リ
ー
ヴ
条
項
を
盛
り
込
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
は
、ガ
ー

デ
ン
・
リ
ー
ヴ
条
項
の
正
当
性
に
関
し
て
い
か
な
る
判
断
を
下
す
の
か
、必
ず
し
も
、定
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
は
、

ガ
ー
デ
ン
・
リ
ー
ヴ
条
項
を
強
制
す
べ
き
か
ど
う
か
、
ま
た
、
そ
れ
を
強
制
す
る
こ
と
が
、
競
業
禁
止
特
約
の
「
不
確
実
性
」
の
問
題
を

緩
和
す
る
こ
と
に
役
立
つ
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
競
業
禁
止
特
約
に
対
す
る
異
議
、
そ
の
強
制

を
判
断
す
る
際
の
司
法
の
基
準
、
雇
用
関
係
の
終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
に
つ
い
て
の
裁
判
例
の
首
尾
一
貫
性
の
欠
如
に
つ
い
て
議
論
す

る
こ
と
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
法
の
抱
え
る
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
ガ
ー
デ
ン
・
リ
ー

ヴ
」
に
着
目
す
る
と
と
も
に
、
雇
用
法
の
歴
史
に
お
け
る
同
条
項
の
起
源
と
そ
の
後
の
展
開
を
探
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ

の
雇
用
関
係
と
の
関
係
で
、「
ガ
ー
デ
ン
・
リ
ー
ヴ
」
を
分
析
す
る
と
同
時
に
、
競
業
禁
止
特
約
に
対
す
る
伝
統
的
な
異
議
を
乗
り
越
え

る
方
法
に
注
目
す
る
一
方
で
、
そ
れ
の
受
け
入
れ
に
前
向
き
な
裁
判
例
に
着
目
す
る）

（1
（

。
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次
い
で
、
本
研
究
で
は
、
被
用
者
の
転
職
あ
る
い
は
起
業
の
進
展
を
阻
害
す
る
可
能
性
の
あ
る
次
の
三
つ
の
問
題
点
と
、
雇
用
関
係
の

終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
の
再
検
討
に
つ
い
て
論
及
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
引
抜
き
禁
止
特
約
に
つ
い
て
で
あ
る
。
引
抜
き
禁

止
特
約
は
、
競
業
禁
止
特
約
と
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
類
似
し
た
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
引
抜
き
禁
止
契
約
は
、
雇
用
関
係
の

終
了
後
の
一
定
期
間
、
以
前
の
被
用
者
が
元
の
同
僚
の
引
抜
や
転
職
の
勧
誘
を
す
る
こ
と
、
元
の
使
用
者
の
顧
客
と
接
触
す
る
こ
と
等
を

制
限
す
る
競
争
禁
止
の
よ
り
具
体
的
な
条
項
で
あ
る
。
こ
う
し
た
引
抜
き
禁
止
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
秘
密
情
報
が
使
用

さ
れ
な
い
限
り
、
以
前
の
被
用
者
は
雇
用
関
係
の
終
了
後
に
お
い
て
、
元
の
被
用
者
ら
を
勧
誘
、
引
抜
き
、
元
の
使
用
者
と
競
業
関
係
に

立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
使
用
者
は
キ
ー
に
な
る
被
用
者
ら
と
引
抜
き
禁
止
契
約
を
結
ぶ
こ
と
を
求
め
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
契
約
は
、
使
用
者
の
事
業
上
の
利
益
を
守
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
が
、
引
抜
き
禁
止
契
約
の
強
制
可
能
性
に
つ
い
て
、
と
り
わ

け
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
の
例
を
取
り
上
げ
て
こ
れ
を
検
討
し
た
い）

11
（

。

第
二
に
、
被
用
者
の
解
雇
の
場
合
に
お
け
る
競
業
禁
止
特
約
の
強
制
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
実
際
、
多
く

の
雇
用
契
約
は
、
極
め
て
使
用
者
よ
り
に
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
競
業
禁
止
特
約
も
、
被
用
者
の
退
職
あ
る
い
は
理
由
は

何
で
あ
れ
、
契
約
の
終
了
の
際
に
も
効
果
が
及
ぶ
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
雇
用
契
約
に
お
い
て
こ
う
し
た
制
限
特
約
を
盛
り
込
む
多
く

の
使
用
者
は
、
使
用
者
の
出
費
で
得
ら
れ
た
顧
客
関
係
ま
た
は
事
業
上
の
ノ
ウ
ハ
ウ
に
つ
い
て
競
争
上
優
位
な
立
場
に
立
ち
得
る
が
ゆ
え

に
、
キ
ー
に
な
る
会
社
の
幹
部
あ
る
い
は
営
業
社
員
の
予
期
せ
ぬ
退
職
や
起
業
を
妨
げ
る
た
め
に
そ
う
す
る
わ
け
で
あ
る
。
一
方
、
大
多

数
の
使
用
者
は
、
被
用
者
の
退
職
の
場
合
に
比
べ
て
、
被
用
者
の
解
雇
の
場
合
の
競
業
禁
止
特
約
の
強
制
可
能
性
に
つ
い
て
一
見
し
て
関

心
が
な
い
よ
う
に
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
使
用
者
は
、
退
職
被
用
者
が
も
た
ら
す
脅
威
に
つ
い
て
過
小
評
価
し
が
ち
で
あ
っ
て
、
以
前

の
被
用
者
が
同
業
他
社
を
起
ち
上
げ
て
初
め
て
、
顧
客
関
係
や
「
の
れ
ん
（goodw

ill

）」
に
つ
い
て
ど
の
程
度
脅
威
に
晒
さ
れ
て
い
る

か
現
実
に
知
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
雇
用
契
約
は
、
通
常
、
使
用
者
に
有
利
に
作
成
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
雇
用

関
係
が
い
か
に
終
了
し
た
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
競
業
禁
止
特
約
は
、
解
雇
さ
れ
た
被
用
者
に
対
し
て
も
強
制
可
能
性
を
持
つ
の
か
ど
う
か
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問
題
で
あ
る）

1（
（

。

第
三
に
、
競
業
禁
止
特
約
が
締
結
さ
れ
て
い
な
い
場
合
の
「
不
可
避
的
開
示
」
の
法
理
に
つ
い
て
で
あ
る
。、
ア
メ
リ
カ
の
ト
レ
ー
ド
・

シ
ー
ク
レ
ッ
ト
（
営
業
秘
密
）
法
の
も
と
で
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
と
っ
て
、
唯
一
最
大
の
脅
威
は
、
競
業
禁
止
の
合
意
が
な
い
場
合
の
、

い
わ
ゆ
る
「
不
可
避
的
開
示
」
の
法
理
で
あ
る
と
さ
れ
る）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
が
用
い
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
い

う
理
由
で
、
以
前
の
被
用
者
が
競
争
相
手
と
こ
ろ
で
働
く
こ
と
さ
え
止
め
さ
せ
る
た
め
に
、
元
の
使
用
者
が
「
差
止
命
令
（injunction

）」

を
求
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
不
可
避
的
開
示
」
の
法
理
に
基
づ
く
差
止
命
令
は
、
実
際
に
、「
不
正
目
的

使
用
（m

isappropriation
）」
を
何
も
行
わ
な
か
っ
た
以
前
の
被
用
者
に
い
わ
ば
制
裁
を
科
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
の

創
出
に
か
か
る
あ
る
意
味
で
事
後
的
な
競
業
禁
止
特
約
と
さ
れ
る
。
あ
た
か
も
書
面
化
さ
れ
た
競
業
禁
止
契
約
の
よ
う
な
「
不
可
避
的
開

示
」
の
法
理
に
よ
る
差
止
命
令
の
運
用
は
、
新
た
な
競
争
相
手
よ
り
最
初
の
事
業
者
を
競
争
上
優
位
な
立
場
に
立
た
せ
る
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
法
理
の
も
と
で
は
、
被
用
者
が
競
争
相
手
に
転
職
あ
る
い
は
競
業
他
社
を
起
業
す
る
こ
と
が
、
あ
た
か
も

不
正
な
窃
盗
犯
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
以
前
の
被
用
者
が
ア
ク
セ
ス
し
た
こ
と
も
な
く
、
あ
る
い
は
元
の
使

用
者
に
よ
り
、
一
般
公
衆
の
自
由
な
利
用
が
可
能
な
状
態
に
お
か
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
訴
訟
が
提
起
さ

れ
て
お
り
、「
不
可
避
的
開
示
」
の
法
理
の
正
当
性
に
は
疑
問
が
残
る
。
す
な
わ
ち
、
被
用
者
在
職
中
に
、
企
業
の
営
業
上
の
秘
密
を
扱

う
立
場
に
配
置
し
て
働
く
こ
と
を
求
め
る
一
方
で
、
そ
う
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
被
用
者
の
転
職
あ
る
い
は
起
業
の
自
由
の
み
な
ら

ず
、
営
業
上
の
秘
密
を
被
用
者
が
知
っ
て
い
る
こ
と
と
密
接
不
可
分
に
絡
ま
る
知
識
・
情
報
や
技
能
等
の
使
用
の
制
限
を
求
め
る
こ
と
は

い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か）

11
（

。

続
い
て
、
雇
用
関
係
終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
の
再
検
討
で
あ
る
。
被
用
者
の
移
動
が
急
速
に
高
ま
る
今
日
、
ア
メ
リ
カ
の
ト
レ
ー
ド
・

シ
ー
ク
レ
ッ
ト
（
営
業
秘
密
）
法
の
も
と
で
、
競
業
禁
止
特
約
等
の
裁
判
例
は
、
ど
の
程
度
、
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
競
業
禁
止

特
約
等
の
規
制
が
少
な
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
起
業
家
精
神
を
持
っ
た
被
用
者
の
転
職
あ
る
い
は
起
業
を
促
進
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
と
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よ
り
、
こ
う
し
た
推
論
に
は
異
論
を
伴
い
、
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
法
の
み
な
ら
ず
、
特
許
法

等
の
知
的
財
産
法
は
法
的
規
制
の
強
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
発
明
家
を
保
護
し
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
こ
と
を
想
定
す
る
一
方

で
、
競
業
禁
止
契
約
を
尊
重
し
、
過
度
に
広
範
な
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
ル
ー
ル
等
を
設
け
る
こ
と
は
、
創
造
性
に
富

ん
だ
被
用
者
が
で
き
る
限
り
速
や
か
か
つ
容
易
に
転
職
す
る
こ
と
を
困
難
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
雇
用
の
流
動
化
が
進

む
中
、
技
術
等
を
持
っ
た
被
用
者
が
会
社
を
離
れ
、
別
の
会
社
に
移
り
、
あ
る
い
は
別
の
会
社
を
起
ち
上
げ
、
速
や
か
に
自
分
の
技
術
等

を
活
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
起
業
が
成
功
す
る
う
え
に
お
い
て
不
可
欠
の
環
境
で

あ
る）

11
（

。
右
の
点
に
つ
い
て
、
技
術
等
を
持
っ
た
被
用
者
の
持
つ
潜
在
力
を
引
き
出
し
、
そ
の
可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
州
レ
ベ
ル
で
の
多
く
の
裁
判
所
は
、
言
わ
ば
古
典
的
な
競
業
禁
止
ル
ー
ル
が
、
会
社
を
退

職
し
、
別
の
会
社
に
転
職
あ
る
い
は
別
の
会
社
を
起
ち
上
げ
よ
う
と
す
る
被
用
者
ら
を
蚊
帳
の
外
に
置
い
て
い
る
と
さ
れ
る）

11
（

。
そ
し
て
、

二
十
一
世
紀
の
今
日
、ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
が
、イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
遅
延
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、技
術
、技
能
を
持
っ

た
被
用
者
が
自
ら
選
択
す
る
会
社
の
業
務
に
携
わ
る
こ
と
を
妨
げ
る
た
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
封
建
制
度
時
代
に
お
い
て
、
労
働
者
、
と
り

わ
け
、
肉
体
労
働
者
ら
を
支
配
服
従
さ
せ
る
た
め
に
あ
み
出
さ
れ
た
法
規
制
、
典
型
的
に
は
競
業
禁
止
特
約
を
未
だ
な
お
適
用
し
て
い
る

こ
と
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、「
営
業
秘
密
」
す
な
わ
ち
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
に
関
す
る

過
度
に
制
限
的
な
ル
ー
ル
は
、
あ
た
か
も
裁
判
所
の
創
設
に
か
か
る
競
業
禁
止
の
合
意
の
よ
う
に
機
能
し
、
あ
ま
り
に
も
安
易
に
、
元
の

使
用
者
が
、
無
定
形
で
、
不
安
定
な
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
窃
取
の
罪
で
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
起
業
が
埋
没
す
る
こ
と
を

容
認
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
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２　

本
研
究
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

本
研
究
の
序
章
か
ら
第
九
章
ま
で
は
す
べ
て
筆
者
が
約
一
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
日
本
法
政
学
会
の
学
会
誌
あ
る
い
は
摂
南
大
学
法
学
部

の
紀
要
に
発
表
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
そ
の
論
文
名
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

序
章
、「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
雇
用
関
係
終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
の
研
究 

― 

判
例
法
理
の
展
開
を
中
心
に 

― 

」
摂
南
法
学
第
五
〇
号

（
二
〇
一
五
年
）。

第
一
章
、「
雇
用
関
係
の
終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約 

― 

英
米
に
お
け
る
競
争
制
限
の
法
的
規
制
の
歴
史
的
背
景
を
中
心
に 

― 

」
摂
南
法

学
第
四
六
号
（
二
〇
一
三
年
）。

第
二
章
、「
企
業
の
営
業
上
の
秘
密
保
護
と
競
業
避
止
契
約 

― 

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ガ
ー
デ
ン
・
リ
ー
ヴ
の
法
理
を
め
ぐ
っ
て 

― 

」
法

政
論
叢
第
四
四
巻
第
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）。

第
三
章
、「
企
業
の
営
業
秘
密
の
保
護
と
競
業
避
止
契
約 

― 

ア
メ
リ
カ
の
競
業
禁
止
条
項
と
イ
ギ
リ
ス
の
ガ
ー
デ
ン
・
リ
ー
ヴ
条
項
の

比
較
を
め
ぐ
っ
て 

― 

」
摂
南
法
学
第
三
八
号
（
二
〇
〇
八
年
）。

第
四
章
、「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
被
用
者
引
抜
き
禁
止
契
約
の
強
制
可
能
性 

― 

ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
の
裁
判
例
を
中
心
に 

― 

」
摂
南
法
学

第
四
七
号
（
二
〇
一
三
年
）。

第
五
章
、「
被
用
者
の
解
雇
と
競
業
禁
止
条
項
の
強
制
可
能
性 
― 

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
判
例
法
理
の
展
開
を
中
心
に 

― 

」
法
政
論
叢
第

四
六
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）。

第
六
章
、「
企
業
の
営
業
秘
密
の
保
護
と
競
業
禁
止
契
約 

― 

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
不
可
避
的
開
示
の
法
理
を
め
ぐ
っ
て 

― 

」
摂
南
法
学

第
三
十
六
号
、
三
十
七
号
（
二
〇
〇
七
年
六
月
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月
）。

第
七
章
、「
雇
用
関
係
終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
の
再
検
討 

― 

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
被
用
者
の
移
動
ル
ー
ル
の
効
用
を
め
ぐ
る
議
論
を

手
が
か
り
に 

― 

」
摂
南
法
学
第
四
八
号
（
二
〇
一
四
年
）。
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第
八
章
、
結
論
（
序
章
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
雇
用
関
係
終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
の
研
究 

― 

判
例
法
理
の
展
開
を
中
心
に 

― 

」
摂

南
法
学
第
五
〇
号
（
二
〇
一
五
年
）、
本
稿
の
五
の
部
分
。

最
後
に
、
補
論
と
し
て
、
第
九
章
、「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
代
理
人
に
対
す
る
競
業
禁
止
の
契
約
的
合
意
の
強
制
可
能

性 

― 

プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
代
理
人
選
任
の
自
由
を
め
ぐ
っ
て 

― 

」
法
政
論
叢
四
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
）。

四　

ア
メ
リ
カ
の
競
業
禁
止
特
約
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
か
ら
の
示
唆 

以
上
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
競
業
禁
止
特
約
を
め
ぐ
る
「
不
確
実
性
」
の
問
題
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
り
関
連
す
る
諸
問
題
に

関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
判
例
法
理
の
展
開
に
照
ら
す
と
、
わ
が
国
へ
は
次
の
よ
う
な
示
唆
が
得
ら
れ
よ
う
。

第
一
に
、
競
業
禁
止
特
約
を
典
型
例
と
し
て
、
雇
用
関
係
の
終
了
後
の
法
分
野
に
お
い
て
、
競
業
制
限
が
少
な
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
、
起

業
家
精
神
を
持
っ
た
革
新
に
意
欲
的
な
被
用
者
の
転
職
あ
る
い
は
起
業
を
促
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
見
方
に
は
、

反
論
あ
る
い
は
議
論
を
伴
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
競
業
禁
止
特
約
は
わ
が
国
に
お
い
て
、
知
的
財
産
法
の
一
つ
と
し
て
、「
営

業
秘
密
」
を
保
護
す
る
不
正
競
争
防
止
法
に
よ
る
規
制
の
代
替
的
、
補
助
的
手
段
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
有
効
性
が
不
確
実
な
契
約
手
法
で
あ

り
、
使
用
者
が
被
用
者
と
の
間
で
競
業
禁
止
特
約
を
締
結
し
、
こ
う
し
た
特
約
に
過
度
に
依
存
す
る
こ
と
は
、
創
造
的
な
被
用
者
が
迅
速

か
つ
容
易
に
同
業
他
社
へ
転
職
あ
る
い
は
同
業
他
社
を
起
業
す
る
際
に
妨
げ
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
今
日
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
た
時
代
に

お
い
て
作
ら
れ
た
競
業
禁
止
と
い
う
ル
ー
ル
が
革
新
に
意
欲
的
な
被
用
者
の
知
的
な
創
造
活
動
を
保
護
し
、
わ
が
国
経
済
に
恩
恵
を
も
た

ら
す
こ
と
に
真
に
資
す
る
も
の
か
ど
う
か
、
逆
に
、
元
の
使
用
者
の
特
定
の
利
益
に
資
す
る
ほ
か
に
、
何
の
理
由
も
な
く
、
以
前
の
被
用

者
に
よ
る
競
争
を
制
限
す
る
た
め
だ
け
に
働
い
て
い
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
批
判
的
に
検
証
す
べ
き
で
あ
る
。
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換
言
す
れ
ば
、
競
業
禁
止
特
約
は
、
今
日
と
は
大
き
く
異
な
る
時
代
の
産
物
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
特
約
の
存
在
と
、
革
新
に
意
欲
的

な
被
用
者
の
転
職
あ
る
い
は
起
業
の
自
由
と
革
新
に
前
向
き
な
会
社
の
発
展
と
の
両
立
は
容
易
で
は
な
い
。 

第
三
に
、
競
業
禁
止
特
約
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
「
営
業
秘
密
」
を
保
護
す
る
不
正
競
争
防
止
法
の
も
と
で
、
元
の
使
用
者

が
事
後
的
に
、
退
職
被
用
者
と
書
面
に
よ
っ
て
合
意
も
な
さ
れ
て
い
な
い
競
業
禁
止
契
約
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
用
者
が
訴
訟
コ
ス

ト
を
憂
慮
す
る
あ
ま
り
、
同
業
他
社
へ
の
転
職
あ
る
い
は
同
業
他
社
の
起
業
を
難
し
く
し
断
念
さ
せ
て
い
な
い
か
懸
念
さ
れ
る
。

第
四
に
、わ
が
国
に
お
い
て
、「
営
業
秘
密
」
を
保
護
す
る
不
正
競
争
防
止
法
は
、知
的
財
産
法
の
一
つ
と
し
て
、新
た
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
促
進
に
向
け
て
、
大
き
な
影
響
を
与
え
る
重
要
な
法
律
で
あ
り
、
使
用
者
の
「
営
業
秘
密
」
を
守
る
た
め
の
競
業
禁
止
特
約
を
め
ぐ

る
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
の
視
点
か
ら
も
、
な
お
再
検
討
す
べ
き
余
地
が
残
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る）

11
（

。

以
上
に
よ
れ
ば
、
雇
用
関
係
の
終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
比
較
を
通
し
て
、
革
新
的
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
創
造
に
向
け
て
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
担
う
企
業
の
人
財
で
あ
る
被
用
者
の
転
職
の
み
な
ら
ず
、
起
業
が
円
滑
に
進
む
よ
う
に
、
既

存
の
競
業
禁
止
特
約
の
あ
り
方
は
根
本
的
に
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

五　

結
論 

１　

は
じ
め
に

わ
が
国
に
お
い
て
、
終
身
雇
用
制
が
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
雇
用
の
流
動
性
が
増
し
、
経
済
基
盤
が
製
造
業
か
ら
知
識
・
情
報
へ
移
行
す
る

に
従
っ
て
、
企
業
の
「
営
業
秘
密
」
の
重
要
性
が
増
し
て
き
て
い
る
中
、
被
用
者
の
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
を
定
め
る
競
業
禁
止
特
約

に
つ
い
て
は
、
従
来
、
労
働
法
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
競
業
禁
止
特
約
は
、
労
働
法
と

わ
が
国
に
お
い
て
「
営
業
秘
密
」
を
保
護
す
る
不
正
競
争
防
止
法
を
含
む
知
的
財
産
法
に
ま
た
が
る
問
題
領
域
で
も
あ
っ
て
、
単
に
労
働

88（15）
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法
の
一
分
野
を
な
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
知
的
財
産
法
の
分
野
で
も
あ
る）

11
（

。

こ
う
し
て
、
被
用
者
の
競
業
禁
止
特
約
を
不
正
競
争
防
止
法
を
含
む
知
的
財
産
法
の
規
制
の
対
象
領
域
と
し
て
も
考
察
す
る
と
き
、
競

業
禁
止
特
約
は
、「
営
業
秘
密
」
を
保
護
す
る
た
め
の
不
正
競
争
防
止
法
上
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

競
業
禁
止
特
約
が
、
新
た
な
創
造
的
知
識
・
情
報
だ
け
を
保
護
す
る
た
め
に
狭
く
限
定
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、「
営
業
秘
密
」

を
保
護
す
る
た
め
の
立
法
で
あ
る
不
正
競
争
防
止
法
の
も
と
で
、
す
で
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
も
の
を
超
え
て
、
新
た
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
進
め
る
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
被
用
者
の
退
職
後
に
競
業
避
止

義
務
を
課
す
る
競
業
禁
止
特
約
の
有
効
性
の
判
断
に
お
い
て
、
革
新
に
意
欲
的
な
一
人
一
人
の
被
用
者
の
転
職
あ
る
い
は
起
業
の
ニ
ー
ズ

と
、
力
関
係
に
お
い
て
よ
り
強
い
立
場
に
立
つ
使
用
者
の
利
益
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。

２　

競
業
禁
止
特
約
の
有
効
性
判
断
に
お
け
る
営
業
秘
密

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
被
用
者
の
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
を
定
め
る
競
業
禁
止
特
約
は
、「
営
業
秘
密
」
を
保
護
す
る
不
正
競
争

防
止
法
を
含
む
知
的
財
産
法
の
規
制
の
対
象
領
域
で
も
あ
る
が
、
必
ず
し
も
、
そ
の
よ
う
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、「
営
業
秘
密
」
を
保
護
す
る
た
め
の
不
正
競
争
防
止
法
上
の
厳
格
な
要
件
が
、
競
業
禁
止
特
約
に
関
し
て
満
た
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
疑
問
な
裁
判
例
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
し
ば
し
ば
「
営
業
秘
密
」
に
み
る
よ
う
な
知
的
財
産
権
を
根

拠
に
競
業
禁
止
特
約
の
有
効
性
を
判
断
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
、「
営
業
秘
密
」
と
言
え
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
か
、
こ
の
点

に
つ
い
て
よ
り
検
討
を
深
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
被
用
者
の
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
を
定
め
る
競
業
禁
止
特
約
の
有
効
性
に
関
し
て
は
、「
営
業
秘
密
」
を
保
護
す
る
た

め
の
不
正
競
争
防
止
法
の
も
と
で
も
認
め
ら
れ
る
場
合
と
、
使
用
者
と
被
用
者
と
の
間
で
創
設
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
の
で
、
以
下
に
お

い
て
、
二
つ
に
分
け
て
検
討
し
た
い）

11
（

。
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（
１
）　

不
正
競
争
防
止
法
の
も
と
で
も
認
め
ら
れ
る
場
合

被
用
者
は
在
職
中
、
信
義
則
に
基
づ
い
て
競
業
避
止
義
務
を
負
う
が
、
本
来
、
被
用
者
は
職
業
選
択
の
自
由
を
有
し
て
い
る
（
憲
法

二
二
条
一
項
）。
し
た
が
っ
て
、
被
用
者
は
会
社
を
退
職
し
た
後
は
、
元
の
会
社
の
同
業
他
社
へ
転
職
あ
る
い
は
同
業
他
社
の
起
業
で
あ
っ

て
も
、
ま
っ
た
く
自
由
で
あ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
被
用
者
の
職
務
内
容
が
使
用
者
の
「
営
業
秘
密
」
に
関
わ
る
も
の

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
被
用
者
が
在
職
中
に
職
務
遂
行
上
知
り
得
た
使
用
者
の
「
営
業
秘
密
」
に
つ
い
て
は
、
雇
用
関
係
の
終
了
後
で
あ
っ

て
も
競
業
避
止
義
務
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、「
営
業
秘
密
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
不
正
競
争
防
止
法
は
、「
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
生
産
方
法
、
販
売
方

法
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
有
用
な
技
術
上
又
は
営
業
上
の
情
報
で
あ
っ
て
、公
然
と
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
」
と
厳
格
に
定
義
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、①
秘
密
管
理
性）

11
（

、②
有
用
性
、③
非
公
知
性
と
い
う
三
つ
の
要
件
を
満
た
し
た
秘
密
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
同

法
二
条
六
項
）。
し
か
し
、
裁
判
例
の
中
に
は
、
労
働
者
の
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
に
つ
い
て
、
競
業
避
止
特
約
の
締
結
に
よ
っ
て
当

然
に
そ
の
文
言
ど
お
り
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
競
業
禁
止
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
利
益
の
性
質
や
特
約
を
締
結
し
た
従
業

員
の
地
位
、
代
償
措
置
の
有
無
等
を
考
慮
し
、
禁
止
行
為
の
範
囲
や
禁
止
期
間
が
適
切
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
競

業
避
止
義
務
が
決
せ
ら
れ
る
べ
き
と
し
な
が
ら
も
、
当
該
判
断
に
際
し
て
は
、「
競
業
禁
止
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
利
益
が
、
営
業
秘
密
で

あ
る
こ
と
に
あ
る
な
ら
ば
、
営
業
秘
密
は
そ
れ
自
体
保
護
に
値
す
る
か
ら
、
そ
の
他
の
要
素
に
関
し
て
は
比
較
的
緩
や
か
に
解
し
得
る
」

と
す
る
も
の
が
あ
る）

1（
（

。
本
判
決
で
は
、
元
従
業
員
の
会
社
業
務
に
関
す
る
技
術
は
不
正
競
争
防
止
法
に
い
う
「
営
業
秘
密
」
に
は
当
た
ら

な
い
が
そ
れ
に
準
じ
る
程
度
に
は
保
護
に
値
す
る
と
さ
れ
、
当
該
労
働
者
の
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
の
地
位
お
よ
び
会
社
の
示
し
た

代
償
措
置
を
考
慮
す
れ
ば
、
競
業
を
禁
止
す
る
地
域
や
期
間
を
限
定
す
る
ま
で
も
な
く
、
元
従
業
員
は
会
社
に
対
し
て
競
業
避
止
義
務
を

負
う
と
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
、
何
故
に
、「
競
業
禁
止
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
利
益
が
、
営
業
秘
密
で
あ
る
こ
と
に
あ
る

な
ら
ば
、
営
業
秘
密
は
そ
れ
自
体
保
護
に
値
す
る
か
ら
、
そ
の
他
の
要
素
に
関
し
て
は
比
較
的
緩
や
か
に
解
し
得
る
」
と
言
え
る
の
か
、
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こ
の
判
示
部
分
に
つ
い
て
は
疑
問
が
伴
う
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い）

11
（

。　

こ
れ
に
対
し
て
、
何
を
も
っ
て
業
務
上
の
秘
密
と
す
る
か
に
つ
い
て
、
就
業
規
則
等
に
具
体
的
に
定
め
た
規
定
は
見
あ
た
ら
な
い
と
こ

ろ
、就
業
規
則
や
個
別
合
意
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
べ
き
秘
密
情
報
に
つ
い
て
は
、か
な
ら
ず
し
も
不
正
競
争
防
止
法
（
二
条
六
項
）
の
「
営

業
秘
密
」（
①
秘
密
管
理
性
②
有
用
性
③
非
公
知
性
）
と
同
義
に
解
す
る
必
要
は
な
い
と
し
つ
つ
、
労
働
者
の
正
当
な
行
為
ま
で
が
不
当

に
制
約
さ
れ
な
い
た
め
に
、
少
な
く
と
も
、「
秘
密
管
理
性
」
と
「
非
公
知
性
」
の
要
件
は
必
要
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
と
さ
れ
た

裁
判
例
が
あ
る）

11
（

。

右
裁
判
例
に
つ
い
て
言
え
ば
、
従
来
の
裁
判
例
は
、
被
用
者
の
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
競
業
制
限
の
目
的
、

競
業
行
為
の
範
囲
、
競
業
禁
止
期
間
、
地
域
的
限
定
、
代
償
措
置
等
の
諸
要
素
か
ら
総
合
的
に
判
断
し
て
き
た
と
こ
ろ
、
右
判
決
に
お
い

て
は
、「
営
業
秘
密
」
を
保
護
す
る
不
正
競
争
防
止
法
上
の
「
営
業
秘
密
」
の
三
要
件
を
意
識
し
つ
つ
、
と
り
わ
け
、「
秘
密
管
理
性
」
の

要
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
退
職
後
、
同
種
の
事
業
を
行
っ
た
こ
と
が
秘
密
保
持
義
務
違
反
、
競
業
避
止
義
務
違
反

等
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
点
で
、
そ
の
特
色
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
注
目
さ
れ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
被
用
者
の
退
職
後
に
競
業
避
止
義
務
を
負
わ
せ
る
競
業
禁
止
特
約
は
、
被
用
者
が
在
職
中
に
職
務
遂
行
上
使
用
ま

た
は
知
り
得
た
企
業
の
「
営
業
秘
密
」
や
多
種
多
様
な
情
報
を
、
退
職
後
に
使
用
・
開
示
し
て
企
業
と
競
業
す
る
こ
と
に
よ
り
、
企
業
の

利
益
を
損
な
わ
な
い
た
め
に
、
使
用
者
が
被
用
者
と
締
結
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
企
業
の
「
営
業
秘
密
」
等
を

守
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
競
業
禁
止
特
約
の
効
力
が
無
限
定
に
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
被
用
者
の
退
職
後
の
新
た
な
転
職
、
起
業
の
選
択

を
不
当
に
制
約
し
て
、
被
用
者
の
公
正
な
競
争
を
害
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
競
業
禁
止
特
約
が
有
効
か
否
か
を
判
断

す
る
に
当
た
っ
て
は
慎
重
に
吟
味
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る）

11
（

。

こ
う
し
て
、
不
正
競
争
防
止
法
は
、「
営
業
秘
密
」
を
保
有
す
る
事
業
者
（
以
下
、「
保
有
者
」
と
い
う
。）
か
ら
そ
の
「
営
業
秘
密
」

を
開
示
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
ま
た
は
そ
の
保
有
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
そ
の
「
営
業
秘
密
」
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を
使
用
し
、
ま
た
は
開
示
す
る
行
為
は
、
同
法
上
の
「
不
正
競
争
」
に
当
た
る
旨
定
め
る
（
二
条
一
項
七
号
）。
す
な
わ
ち
、
使
用
者
が

競
業
禁
止
特
約
に
よ
っ
て
守
ろ
う
と
す
る
企
業
の
秘
密
情
報
が
、不
正
競
争
防
止
法
の
も
と
で
の
「
営
業
秘
密
」
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

被
用
者
は
、
秘
密
保
持
特
約
等
が
締
結
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
在
職
中
は
も
と
よ
り
退
職
後
に
お
い
て
も
、「
営
業
秘
密
」

を
不
正
な
目
的
を
も
っ
て
使
用
し
た
り
、
開
示
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る）

11
（

。

右
の
よ
う
な
不
正
競
争
行
為
に
対
し
て
、
使
用
者
は
、
差
止
請
求
（
三
条
一
項
）、
損
害
賠
償
請
求
（
四
条
）、
信
用
回
復
の
措
置
（
一
四

条
）
等
の
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

（
２
）　

使
用
者
と
被
用
者
と
の
間
で
創
設
さ
れ
る
場
合

被
用
者
の
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
を
競
業
禁
止
特
約
の
締
結
に
よ
り
創
り
出
す
場
合
に
つ
い
て
、
も
と
も
と
、
被
用
者
は
、
雇
用
関

係
の
終
了
後
は
、
職
業
選
択
の
自
由
の
行
使
と
し
て
同
業
他
社
へ
の
転
職
あ
る
い
は
同
業
他
社
の
起
業
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
の
が
原
則
で
あ
っ
て
、
雇
用
関
係
の
終
了
後
に
お
い
て
ま
で
競
業
避
止
義
務
を
当
然
に
負
う
も
の
で
は
な
い
。

そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
者
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
に
、
競
業
禁
止
特
約
に
よ
り
、
被
用
者
の
退
職
後
も
競
業
避
止
義

務
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
使
用
者
が
確
保
を
図
る
利
益
に
か
ん
が
み
て
、
競
業
禁
止
の
内
容
が
必
要
最
低
限
度
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
見
合
う
代
償
措
置
が
と
ら
れ
る
必
要
が
あ
る）

11
（

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
最
近
の
裁
判
例
は
、
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
に
照
ら
し
て
、
特
約
に

お
け
る
制
限
の
期
間
・
範
囲
（
地
域
・
職
種
）
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
や
一
定
の
代
償
措
置
を
求
め
る
な
ど
、
厳
し
い
態
度
を
と
る

傾
向
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

３　

競
業
禁
止
特
約
の
有
効
性
判
断
に
お
け
る
被
用
者
の
知
識
・
情
報
の
有
用
性

と
こ
ろ
で
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
わ
が
国
の
雇
用
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
わ
が
国
の
経
済
基
盤
が
製
造
業
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か
ら
知
識
・
情
報
へ
移
行
す
る
に
従
っ
て
、
高
度
な
技
能
や
専
門
性
の
高
い
知
識
・
情
報
を
持
っ
た
被
用
者
は
人
財
と
し
て
、
使
用
者
に

対
し
て
ま
す
ま
す
そ
の
価
値
を
高
め
て
き
た
。
し
か
し
、
科
学
技
術
の
急
速
な
進
展
は
、
有
能
な
人
材
を
よ
り
重
要
な
も
の
に
す
る
と
同

時
に
、
被
用
者
の
持
つ
知
識
・
情
報
や
技
能
の
陳
腐
化
の
進
行
を
速
め
て
き
た
。
こ
う
し
て
、
高
度
な
技
能
や
専
門
性
の
高
い
知
識
・
情

報
を
持
っ
た
被
用
者
の
重
要
性
が
高
ま
る
一
方
で
、
実
用
的
な
知
識
・
情
報
は
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
消
耗
」
が

進
む
恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
見
越
し
て
被
用
者
の
移
動
は
増
え
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
う
し
て
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
競
争
の
激

し
い
時
代
の
中
、
高
度
な
技
能
や
専
門
性
の
高
い
知
識
・
情
報
を
持
っ
た
優
秀
な
被
用
者
を
失
わ
な
い
た
め
に
、
使
用
者
は
、
雇
用
関
係

の
終
了
が
任
意
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
被
用
者
が
同
業
他
社
へ
転
職
し
た
り
、
同
業
他
社
を
起
ち
上
げ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
に
、

し
ば
し
ば
競
業
禁
止
特
約
を
よ
り
所
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
競
業
禁
止
特
約
の
解
釈
に
は
予
測
可
能
性
の
欠
如
の
問
題
を
伴
い
、
競
業
禁
止
特
約
の
有

効
性
を
め
ぐ
っ
て
、「
不
確
実
性
」
の
問
題
を
伴
う
な
ら
ば
、
競
業
禁
止
特
約
の
作
成
が
困
難
に
な
り
、
そ
の
有
効
性
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟

が
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
て
、
被
用
者
は
、
高
額
な
訴
訟
費
用
の
負
担
を
危
惧
す
る
あ
ま
り
、
転
職
や
起
業
を
た

め
ら
う
こ
と
も
あ
る
一
方
で
、
被
用
者
が
財
産
的
に
価
値
の
あ
る
知
識
・
情
報
を
身
に
付
け
て
転
職
あ
る
い
は
起
業
す
る
こ
と
を
な
か
ば

威
嚇
的
に
阻
止
す
る
た
め
に
、
使
用
者
は
、
必
ず
し
も
、
当
該
秘
密
の
性
質
や
価
値
に
見
合
う
と
は
限
ら
な
い
、
比
較
的
長
い
競
業
禁
止

期
間
を
設
け
る
競
業
禁
止
特
約
の
作
成
を
い
と
わ
な
い
可
能
性
も
あ
る）

11
（

。

以
上
に
よ
れ
ば
、
被
用
者
の
持
つ
技
能
や
知
識
・
情
報
の
変
化
の
速
度
が
速
い
時
代
に
お
い
て
、
雇
用
関
係
の
終
了
後
の
競
業
避
止
義

務
と
密
接
に
関
わ
る
秘
密
保
持
義
務
に
つ
い
て
、
そ
の
秘
密
の
性
質
・
範
囲
、
価
値
、
労
働
者
の
退
職
前
の
地
位
等
の
要
素
の
ほ
か
に
、

被
用
者
の
持
つ
技
能
や
知
識
・
情
報
の
急
速
な
技
術
革
新
に
よ
る
「
陳
腐
化
」
の
問
題
、
換
言
す
れ
ば
、
被
用
者
の
持
つ
技
能
や
知
識
・

情
報
の
「
有
効
期
限
（useful life

）」
に
つ
い
て
も
十
分
に
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る）

11
（

。
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４　

競
業
禁
止
特
約
の
有
効
性
判
断
に
お
け
る
専
門
的
知
見
の
活
用

わ
が
国
経
済
が
、
製
造
業
を
基
盤
と
す
る
経
済
か
ら
知
識
・
情
報
を
基
盤
と
す
る
経
済
へ
、
さ
ら
に
は
高
度
先
端
技
術
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
依
存
す
る
度
合
い
を
高
め
る
経
済
へ
移
行
す
る
に
従
っ
て
、
技
術
の
急
速
な
変
化
に
よ
る
技
術
的
知
識
・
情
報
の
陳
腐
化
の
問
題
が

ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
急
速
な
技
術
情
報
の
変
化
は
、
被
用
者
の
持
つ
知
識
・
情
報
の
有
用
性
に
大
き
な
影
響
を

与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
用
者
の
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
を
定
め
る
競
業
禁
止
特
約
の
有
効
性
を
判
断
す
る
際
に
考
慮
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
る
。こ
う
し
た
雇
用
関
係
の
終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
の
有
効
性
の
判
断
の
一
つ
の
指
標
と
し
て
、

専
門
的
、
技
術
的
見
地
か
ら
技
術
な
ど
の
陳
腐
化
の
度
合
い
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
競
業
禁
止
特
約
を
め
ぐ
る
予
測
可
能
性

の
欠
如
や
不
確
実
性
の
問
題
は
あ
る
程
度
緩
和
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
知
識
・
情
報
の
時
間
的
有
用
性
に
つ
い
て

争
い
が
あ
る
よ
う
な
場
合
、
そ
の
判
断
に
際
し
て
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
奨
励
の
た
め
に
、
使
用
者
に
必
要
な
保
護
を
与
え
る
一
方
で
、

被
用
者
が
専
門
的
知
識
、
技
能
、
経
験
に
基
づ
い
て
生
計
を
立
て
る
こ
と
を
必
要
以
上
に
妨
げ
な
い
よ
う
に
調
整
す
る
た
め
に
、
当
該
知

識
・
技
術
な
ど
に
長
け
た
専
門
家
の
知
見
を
活
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
競
業
禁
止
特
約
の
有

効
性
を
め
ぐ
る
訴
訟
を
減
ら
し
、
今
日
の
高
度
先
端
技
術
の
職
場
に
お
い
て
、
使
用
者
と
被
用
者
双
方
に
利
益
を
も
た
ら
す
形
で
、
使
用

者
が
確
保
し
よ
う
と
す
る
企
業
の
利
益
に
照
ら
し
て
、
競
業
禁
止
の
内
容
が
必
要
最
小
限
度
に
と
ど
ま
る
よ
う
な
競
業
禁
止
特
約
の
作
成

が
よ
り
可
能
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

11
（

。

５　

お
わ
り
に

雇
用
関
係
の
終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
の
「
営
業
秘
密
」
等
の
秘
密
を
守
る
一
方
で
、
新
た
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
促
進
に
向
け
て
、革
新
に
意
欲
的
な
被
用
者
が
転
職
や
起
業
を
す
る
際
に
不
当
な
制
約
に
な
ら
な
い
も
の
に
限
る
と
い
う
観
点
か
ら
、

特
約
の
効
力
は
、
慎
重
に
審
査
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
根
源
的
な
問
い
か
け
と
し
て
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
果
た
し
て
、
競
業
禁
止
特
約
は
、「
営
業
秘
密
」
等
の

知
的
財
産
を
保
護
す
る
た
め
に
そ
れ
に
見
合
っ
た
適
切
な
方
法
と
い
え
る
か
で
あ
る）

1（
（

。
こ
う
し
た
問
題
に
答
え
る
た
め
に
も
、
競
業
禁
止

特
約
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
に
向
け
て
、
被
用
者
が
転
職
や
起
業
を
し
や
す
い
法
的
環
境
を
整
え
る
た
め
に
、

職
業
選
択
の
自
由
ま
た
は
営
業
の
自
由
の
保
障
の
精
神
に
今
一
度
立
ち
返
る
一
方
で
、「
営
業
秘
密
」
を
保
護
す
る
不
正
競
争
防
止
法
の

み
な
ら
ず
、
特
許
法
、
実
用
新
案
法
、
著
作
権
法
、
意
匠
法
等
、
知
的
な
創
造
活
動
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
知
的
財
産
法
の
立
法
趣
旨
・

目
的
に
沿
っ
て
、
分
析
検
討
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

最
後
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
雇
用
が
不
安
定
化
し
、
雇
用
の
流
動
化
が
進
む
中
で
、
使
用
者
は
ど
の
程
度
競
業
禁
止
特
約
に
よ
っ
て

被
用
者
の
職
業
選
択
の
自
由
を
制
限
し
得
る
の
か
、
雇
用
関
係
の
終
了
後
の
競
業
禁
止
特
約
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
今
後
ま
す
ま
す
重

要
な
議
論
と
な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

注
（
１
）
近
年
、
被
用
者
の
転
職
あ
る
い
は
起
業
に
伴
っ
て
、
企
業
の
「
営
業
秘
密
」
を
守
る
た
め
の
競
業
禁
止
特
約
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
増
え
る
傾
向
に
あ
る
。

（
２
）
一
般
に
、
労
働
者
は
労
働
契
約
の
存
続
中
、
労
働
契
約
に
付
随
す
る
義
務
と
し
て
、
使
用
者
の
業
務
上
の
秘
密
を
保
持
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
る

と
解
さ
れ
て
い
る
（
菅
野
和
夫
『
労
働
法
〔
十
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
九
三
頁
、
等
。
し
か
し
、
不
正
競
争
防
止
法
の
も
と
で
の
「
営
業

秘
密
」
に
該
当
し
な
い
秘
密
に
つ
い
て
、
被
用
者
の
退
職
後
も
秘
密
保
持
義
務
が
存
続
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
解
釈
上
の
争
い
が
あ
る
。
被
用

者
の
退
職
後
は
、
当
然
に
秘
密
保
持
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
く
、
被
用
者
の
退
職
後
は
、
秘
密
保
持
義
務
を
根
拠
づ
け
る
特
別
の
定
め
が
必
要
で

あ
る
（
水
町
勇
一
郎
『
労
働
法
〔
第
四
版
〕』〔
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
〕
一
三
一
―
三
二
頁
、
等
）。
退
職
後
の
秘
密
保
持
義
務
等
を
定
め
る
誓
約
書

の
条
項
が
公
序
違
反
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
、
労
働
者
が
秘
密
保
持
義
務
等
を
負
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
裁
判
例
と
し
て
、
ダ
イ
オ
ー
ズ
サ
ー
ビ
シ
ー

ス
事
件
（
東
京
地
判
平
一
四
・
八
・
三
〇
労
判
八
三
八
号
三
二
頁
）
が
あ
る
。

（
３
）
学
説
・
裁
判
例
に
よ
れ
ば
、不
正
競
争
防
止
法
に
定
め
る
営
業
秘
密
を「
使
用
」し
た
競
業
は
、同
法
の
規
制
に
よ
り
、契
約
上
の
根
拠
が
な
い
場
合
で
も
、

制
限
が
可
能
で
あ
る
が
、営
業
秘
密
を
使
用
し
な
い
競
業
を
制
限
す
る
た
め
に
は
、契
約
上
の
根
拠
が
必
要
と
さ
れ
る（
荒
木
尚
志『
労
働
法〔
第
二
版
〕』
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〔
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
〕
二
六
〇
頁
、
等
）。
し
か
し
、
競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
争
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、

二
葉
印
刷
事
件
・
東
京
地
判
平
一
九
・
一
〇
・
一
五
労
判
九
五
三
号
八
二
頁
。

（
４
）
被
用
者
の
退
職
後
の
競
業
行
為
を
め
ぐ
る
紛
争
に
お
い
て
、
競
業
行
為
を
理
由
と
し
て
退
職
金
の
不
支
給
ま
た
は
減
額
が
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
が
、

前
掲
水
町
勇
一
郎
『
労
働
法
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
一
三
三
頁
は
、
競
業
行
為
に
対
す
る
退
職
金
の
減
額
・
不
支
給
と
い
う
措
置

に
つ
い
て
、「
こ
の
措
置
の
適
法
性
は
、
理
論
的
に
は
賃
金
（
退
職
金
）
請
求
権
の
成
否
と
い
う
、
競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
と
は
別
次
元
の
問
題
で

あ
る
。」
と
さ
れ
る
。

（
５
）
例
え
ば
、
芦
屋
学
院
事
件
・
大
阪
地
判
昭
六
三
・
九
・
九
判
時
一
三
一
四
号
一
〇
三
頁
〔
至
近
距
離
に
お
い
て
学
習
塾
を
経
営
し
た
こ
と
が
不
法
行
為

に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
事
例
〕、
東
京
学
習
協
力
会
事
件
・
東
京
地
判
平
二
・
四
・
一
七
労
判
五
八
一
号
七
〇
頁
〔
学
年
度
途
中
で
他
の
従
業
員
を
ひ
き

つ
れ
て
学
習
塾
を
退
職
し
、
そ
の
近
く
に
新
た
な
学
習
塾
を
開
校
し
、
講
師
の
大
半
を
ひ
き
抜
く
と
と
も
に
、
生
徒
の
多
く
を
入
会
さ
せ
た
行
為
は

就
業
規
則
上
の
就
業
避
止
義
務
に
違
反
し
、
損
害
賠
償
を
免
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
〕、
チ
ェ
ス
コ
ム
秘
書
セ
ン
タ
ー
事
件
・
東
京
地
判
平
五
・
一
・

二
八
判
時
一
四
六
九
号
九
三
頁
〔
電
話
転
送
器
を
利
用
し
て
秘
書
代
行
業
を
営
む
会
社
の
従
業
員
が
、
退
職
後
に
同
種
の
業
務
を
営
ん
だ
こ
と
が
労

働
契
約
上
の
債
務
不
履
行
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
事
例
〕、
日
本
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス
事
件
・
大
阪
高
判
平
一
〇
・
五
・
二
九
労
判
七
四
五
号

四
二
頁
〔
退
職
し
た
従
業
員
が
、
同
種
の
事
業
を
営
む
新
会
社
を
設
立
し
た
こ
と
に
よ
り
会
社
の
社
会
的
、
経
済
的
信
用
が
減
少
し
、
四
〇
〇
万
円

の
損
害
が
生
じ
た
と
し
て
、
新
会
社
の
設
立
に
際
し
、
忠
実
義
務
な
い
し
誠
実
義
務
に
違
反
し
て
従
業
員
の
移
籍
の
勧
誘
な
ど
を
行
っ
た
元
取
締
役

支
社
長
お
よ
び
支
社
次
長
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
が
、
原
審
の
判
断
を
変
更
し
て
認
め
ら
れ
た
事
例
〕。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
に
対
し
て
、
中
部
機
械

製
作
所
事
件
・
金
沢
地
判
昭
四
三
・
三
・
二
七
判
時
五
二
二
号
八
三
頁
〔
製
品
開
発
の
た
め
迎
え
ら
れ
た
技
術
部
設
計
課
長
の
契
約
関
係
が
請
負
で
な

く
雇
用
と
さ
れ
、
退
職
し
た
右
課
長
に
競
業
避
止
義
務
が
な
い
と
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
事
例
〕、
港
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
事
件
・
大
阪
地

判
平
一
・
一
二
・
五
判
タ
七
四
六
号
一
八
一
頁
〔
学
習
塾
の
も
と
講
師
が
、
同
塾
の
講
師
数
名
を
雇
っ
て
、
至
近
距
離
に
お
い
て
別
の
学
習
塾
を
開
設

し
、
営
業
行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
、
不
法
行
為
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
た
事
例
〕、
西
部
商
事
事
件
・
福
岡
地
裁
小
倉
支
部
判
平
六
・
四
・
一
九
労
判

一
三
六
〇
号
四
八
頁
、
五
四
頁
〔
退
職
後
の
同
業
へ
の
就
職
を
禁
止
す
る
競
業
避
止
契
約
は
有
効
に
成
立
し
て
い
る
が
、
同
業
へ
の
就
職
及
び
そ
こ

で
の
営
業
活
動
が
競
業
避
止
契
約
の
債
務
不
履
行
に
当
た
る
こ
と
を
理
由
に
損
害
賠
償
を
求
め
る
請
求
は
理
由
が
な
い
と
さ
れ
た
事
例
〕、等
が
あ
る
。

（
６
）
東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
事
件
（
東
京
地
決
平
七
・
一
〇
・
一
六
労
判
六
九
〇
号
七
五
頁
）
に
お
い
て
は
、
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
の
約
定
に
基
づ

い
て
競
業
行
為
の
差
止
め
を
請
求
す
る
に
は
、
当
該
競
業
行
為
に
よ
り
使
用
者
が
営
業
上
の
利
益
を
現
に
侵
害
さ
れ
、
又
は
そ
の
具
体
的
な
お
そ
れ
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が
あ
る
場
合
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
実
体
的
要
件
を
許
容
し
な
い
特
約
は
公
序
良
俗
に
反
し
て
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

（
７
）
フ
オ
セ
コ
・
ジ
ヤ
パ
ン
・
リ
ミ
テ
イ
ド
・
不
正
競
業
行
為
禁
止
仮
処
分
命
令
事
件
（
奈
良
地
判
昭
四
五
・
一
〇
・
二
三
・
下
民
集
二
一
巻
九
・
一
〇
号

一
三
六
九
頁
、
判
時
六
二
四
号
七
八
頁
。

（
８
）
前
掲
フ
オ
セ
コ
・
ジ
ヤ
パ
ン
・
リ
ミ
テ
イ
ド
事
件
判
決
一
三
七
五
ー
七
六
頁
、
一
三
八
〇
頁
。 

（
９
）
三
晃
社
退
職
金
返
還
請
求
事
件
・
名
古
屋
地
判
昭
五
〇
・
七
・
一
八
・
労
判
二
三
三
号
四
八
頁
、
前
掲
東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
事
件
・
東
京
地
決
平
七
・

一
〇
・
一
六
労
判
六
九
〇
号
七
五
頁
、
日
本
科
学
事
件
・
大
阪
地
判
平
一
五
・
一
・
二
二
労
判
八
四
六
号
三
九
頁
、
ト
ー
レ
ラ
ザ
ー
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
ズ
（
業
務
禁
止
仮
処
分
）
事
件
・
東
京
地
決
平
一
六
・
九
・
二
二
労
判
八
八
二
号
一
九
頁
、
Ａ
特
許
事
務
所
（
就
業
禁
止
仮
処
分
）
事
件
・
大
阪
地

決
平
一
七
・
一
〇
・
二
七
労
判
九
〇
八
号
五
七
頁
、
す
ず
ら
ん
介
護
サ
ー
ビ
ス
〔
森
田
ケ
ア
ー
ズ
〕
事
件
・
東
京
地
判
平
一
八
・
九
・
四
労
判
九
三
三
号

八
四
頁
、
ヤ
マ
ダ
電
機
（
競
業
避
止
条
項
違
反
）
事
件
・
東
京
地
判
平
一
九
・
四
・
二
四
労
判
九
四
二
号
三
九
頁
、
ア
サ
ヒ
プ
リ
テ
ッ
ク
事
件
・
福
岡

地
判
平
一
九
・
一
〇
・
五
労
判
九
五
六
号
九
一
頁
、
三
田
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
事
件
・
東
京
地
判
平
二
一
・
一
一
・
九
労
判
一
〇
〇
五
号
三
〇
頁
、
ア
メ

リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
事
件
・
東
京
地
判
平
二
四
・
一
・
一
三
労
判
一
〇
四
一
号
八
二
頁
、
関
東
工
業
事
件
・
東
京

地
判
平
二
四
・
三
・
一
三
・
労
働
経
済
判
例
速
報
二
一
四
四
号
二
三
頁
。

（
10
）
前
掲
フ
オ
セ
コ
・
ジ
ヤ
パ
ン
・
リ
ミ
テ
イ
ド
事
件
判
決
一
三
七
六
頁
、
前
掲
ダ
イ
オ
ー
ズ
サ
ー
ビ
シ
ー
ス
事
件
・
東
京
地
判
平
一
四
・
八
・
三
〇
労
判

八
三
八
号
三
二
頁
、
ト
ー
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
事
件
・
東
京
地
判
平
二
〇
・
一
一
・
一
八
労
判
・
九
八
〇
号
五
六
頁
、
ア
イ
メ
ッ
ク
ス
事
件
・
東
京
地
判
平

一
七
・
九
・
二
七
労
判
九
〇
九
号
五
六
頁
、フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
終
了
後
の
競
業
避
止
義
務
に
つ
い
て
、エ
ッ
ク
ス
ヴ
ィ
ン
（
あ
り
が
と
う
サ
ー
ビ
ス
）

事
件
・
大
阪
地
判
平
二
二
・
一
・
二
五
労
判
一
〇
一
二
号
七
四
頁
、
等
。

（
11
）
競
業
禁
止
特
約
の
有
効
性
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
、
多
数
の
裁
判
例
は
、
競
業
行
為
を
規
制
す
る
使
用
者
の
正
当
な
利
益
、
労
働
者
の
退
職
前
の

地
位
、
競
業
が
禁
止
さ
れ
る
期
間
、
地
域
、
対
象
、
使
用
者
に
よ
る
代
償
措
置
の
有
無
等
の
諸
事
情
を
考
慮
し
て
い
る
（
例
え
ば
、
前
掲
ダ
イ
オ
ー

ズ
サ
ー
ビ
シ
ー
ス
事
件
（
東
京
地
判
平
一
四
・
八
・
三
〇
労
判
八
三
八
号
三
二
頁
、
前
掲
日
本
科
学
事
件
・
大
阪
地
判
平
一
五
・
一
・
二
二
労
判
八
四
六

号
三
九
頁
、
前
掲
ト
ー
レ
ラ
ザ
ー
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
〔
業
務
禁
止
仮
処
分
〕
事
件
・
東
京
地
決
平
一
六
・
九
・
二
二
労
判
八
八
二
号
一
九
頁
、

等
）。
こ
う
し
て
、
裁
判
例
は
、
特
約
の
有
効
性
の
判
断
に
お
い
て
、
多
様
な
判
断
要
素
を
示
し
て
い
る
が
、
右
有
効
性
は
ど
の
よ
う
な
要
素
を
、
ど

の
よ
う
に
考
慮
し
て
そ
の
判
断
が
な
さ
れ
る
の
か
不
明
確
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
競
業
禁
止
特
約
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
裁
判
例
の
間
に
は
、
こ
れ
ら

の
要
素
の
位
置
づ
け
や
評
価
の
点
に
お
い
て
、
著
し
い
差
異
が
み
ら
れ
、
裁
判
の
行
方
は
不
透
明
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
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（
12
）
小
畑
史
子
「
営
業
秘
密
の
保
護
と
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
」
ジ
ュ
リ
一
四
六
九
号
（
二
〇
一
四
）
五
八
頁
。 

（
13
）
被
用
者
の
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
を
め
ぐ
る
議
論
つ
い
て
は
、
山
口
俊
夫
「
労
働
者
の
競
業
避
止
義
務
―
と
く
に
労
働
契
約
終
了
後
の
法
律
関
係

に
つ
い
て
―
」
石
井
照
久
先
生
追
悼
論
集
『
労
働
法
の
諸
問
題
』（
勁
草
書
房
、
一
九
七
四
年
）
四
〇
九
頁
、
拙
稿
「
労
働
者
の
退
職
後
に
お
け
る
競

業
禁
止
に
関
す
る
契
約
」
中
川
淳
先
生
還
暦
祝
賀
論
集
『
民
事
責
任
の
現
代
的
課
題
』（
世
界
思
想
社
、
一
九
八
九
年
）
四
四
二
頁
。
小
畑
史
子
「
退

職
し
た
労
働
者
の
競
業
規
制
」
ジ
ュ
リ
一
〇
六
六
号
（
一
九
九
五
年
）
一
一
九
頁
、
土
田
道
夫
「
労
働
市
場
の
流
動
化
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
（
上
）」

ジ
ュ
リ
一
〇
四
〇
号
（
一
九
九
四
年
）
五
三
頁
、川
田
琢
之
「
競
業
避
止
義
務
」
講
座
二
一
世
紀
（
四
巻
）
一
三
三
頁
、岩
村
正
彦
「
競
業
避
止
義
務
」

角
田
邦
重
ほ
か
編
『
労
働
法
の
争
点
〔
第
三
版
〕』（
二
〇
〇
四
年
）
一
四
七
頁
、
土
田
道
夫
「
競
業
避
止
義
務
と
守
秘
義
務
の
関
係
に
つ
い
て
―
労

働
法
と
知
的
財
産
法
の
交
錯
―
」
中
嶋
士
元
也
先
生
還
暦
記
念
論
集
『
労
働
関
係
法
の
現
代
的
展
開
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
四
年
）
一
八
九
頁
、
土
田

道
夫
『
労
働
契
約
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
六
一
五
頁
、
水
町
勇
一
郎
『
労
働
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
一
三
二
頁
、
荒
木
尚
志
『
労

働
法
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
二
六
〇
頁
以
下
、
菅
野
和
夫
『
労
働
法
〔
十
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
九
十
四
頁
、
両
角
道
代
・

森
戸
英
幸
・
梶
川
敦
子
・
水
町
勇
一
郎
『
労
働
法
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
二
二
四
頁
、
等
参
照
。

（
14
）
中
小
企
業
白
書
（
中
小
企
業
庁
編
〔
二
〇
一
四
年
版
〕
一
八
一
頁
）。
同
白
書
（
一
八
七
頁
以
下
）
に
よ
れ
ば
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
行
っ
た
起
業
家
精
神
に

関
す
る
調
査
（「
も
し
、
自
営
業
者
と
被
雇
用
者
を
自
由
に
選
択
で
き
る
と
仮
定
し
た
場
合
、
自
営
業
者
を
選
択
す
る
と
回
答
し
た
者
」
の
割
合
）
に

よ
る
と
、
我
が
国
は
、
欧
米
諸
国
に
比
べ
て
、
自
営
業
を
選
好
す
る
割
合
が
低
い
こ
と
が
分
か
る
と
す
る
。
こ
の
背
景
と
し
て
、
起
業
家
の
地
位
や

職
業
選
択
に
対
す
る
評
価
も
低
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
15
）See, H

arlan M
. Blake, Em

ployee Agreem
ents N

ot to C
om

pete, 73 H
arv.L. Rev. 625, at 632-34

（1960

）.

（
16
）See, T

hom
as M

. H
ogan, N

O
T

E: U
N

C
ERTAIN

TY IN
 TH

E EM
PLO

YM
EN

T C
O

N
TEXT: W

H
IC

H
 TYPES O

F RESTRIC
TIVE C

O
VEN

AN
TS 

ARE EN
FO

RC
EABLE?, 80 St. John’s  L. Rev. 429

（2006
）. 

（
17
）
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
論
者
は
、
競
業
禁
止
契
約
の
解
釈
に
お
け
る
予
測
可
能
性
の
欠
如
の
問
題
を
認
識
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。

See, A
nn C

. H
odges and Porcher L. T

aylor III, A
R

T
IC

LE
: The Business Fallout from

 the Rapid O
bsolescence and Plannned 

O
bsolescence of H

igh-Tech Products: D
ow

nsizing of N
oncom

petition Agreem
ents, 6 Colum

. Sci. &
 T

ech L. Rev. 3

（2005

）. See, e.g., 
Rachel S. A

rnow
-Richm

an, Bargaining for Loyalty in the Inform
ation Age: A Reconsideration of the Role of Substantive Fairness in 

Enforcing Em
ployee Noncom

petes, 80 O
r. L. Rev. 1163, 1180-82

（2001

）; Pierre Bergeron, Navigating The D
eep and U

nsettled Sea     of 
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C
ovenant N

ot to C
om

pete Litigation in O
hio: A C

om
prehensive Look, 31 U

. T
ol. L. Rev. 373, 373-74

（2000

）; N
athan N

ew
m

an, Trade 
Secrets and C

ollective Bargaining: A Solution to Resolving Tensions in the Econom
ics of Innovation, 6 Em

p. Rts. &
 Em

p.Pol’y J. 1, 2, 
41

（2002

）; K
enneth J. V

anko,
You’re Fired ! And D

on，
t Forget Your N

on-C
om

pete...＂ :The Enforceability of Restrictive C
ovenants in 

Involuntary D
ischarge C

ases, 1 D
ePaul Bus. &

 Com
. L. J. 1, 2

（2002

）.

（
18
）See, Greg T. Lem

brich, N
O

T
E: G

ARD
EN LEAVE A PO

SSIBLE SO
LU

TIO
N TO

 TH
E U

NCERTAIN EN
FO

RCEABILITY O
F RESTRICTIVE 

EM
PLO

YM
EN

T CO
VENAN

TS,102 Colum
. L. Rev. 2291

（D
ecem

ber, 2002

）.

（
19
）See, id. at 2293.

（
20
）See, Elizabeth E. N

icholas, N
O

T
E: D

rafting Enforceable N
on-solicitation Agreem

ents in K
entucky, 95 ky.L.J. 505

（2006/2007

）.

（
21
）See, K

enneth J. V
anko, You’re Fired ! And D

on’t Forget Your N
on-C

om
pete...＂  :The Enforceability of Restrictive C

ovenants in Involuntary 

D
ischarge C

ases, 1 D
ePaul Bus. &

 Com
m

. L. J. 1

（2002

）.

（
22
）See, M

atthew
 K

. M
iller, N

O
T

E: Inevitable D
isclosure W

here N
o N

on-C
om

petition Agreem
ent Exists: Additional G

uidance N
eeded, 6 

B
.U

.J.SCI. &
 T

E
CH

.L. 9

（Spring, 2000

）. 

（
23
）
ロ
ラ
ン
ド
・
キ
ュ
ヴ
ィ
リ
エ
「
競
業
避
止
義
務
と
守
秘
義
務
―
労
働
者
に
と
っ
て
き
ず
な
か
く
び
き
か
―
」
Ｉ
Ｌ
Ｏ
時
報
・
第
二
九
巻
第
三
号
・

一
九
七
七
年
秋
季
号
・
六
頁
参
照
。

（
24
）See, Charles Tait Graves , Jam

es A
. D

iboise, A
rtcle: D

O
 STRIC

T TR
AD

E SEC
RET AN

D
 N

O
N

-C
O

M
PETITIO

N
 LAW

S O
BSTRU

C
T 

IN
N

O
VATIO

N
?, 1 Entrepreneurial. Bus. L.J. 323

（2007

）. 

（
25
）See, id. at 324.

（
26
）See, id.

（
27
）CH

A
RLES T

A
IT

 GRA
V

ES, A
RT

ICLE: Analyzing the N
on-C

om
petition C

ovenant as a C
ategory of Intellectual Property Regulation, 3 

H
astings Sci. &

 T
ech. L.J. 69

（2010

）.

（
28
）
土
田
道
夫
「
競
業
避
止
義
務
と
守
秘
義
務
の
関
係
に
つ
い
て
―
労
働
法
と
知
的
財
産
法
の
交
錯
―
」
中
嶋
士
元
也
先
生
還
暦
記
念
論
集
『
労
働
法
の

現
代
的
展
開
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
四
年
）
一
八
九
頁
。
土
田
道
夫
『
労
働
法
概
説
』（
弘
文
堂
・
平
成
二
〇
年
）
二
六
七
頁
は
、
退
職
後
の
守
秘
義
務
・

競
業
避
止
義
務
に
つ
い
て
、「
知
的
財
産
法
と
も
交
錯
す
る
重
要
論
点
で
あ
る
。」
と
す
る
。
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（
29
）
東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
事
件
・
東
京
地
決
平
七
・
一
〇
・
一
六
労
判
六
九
〇
号
七
六
頁
。

（
30
）
競
業
禁
止
特
約
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
と
り
わ
け
、「
秘
密
管
理
性
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
裁
判
例 

（
東
京
地
判
平

一
二
・
九
・
二
八
）
に
よ
れ
ば
、
不
正
競
争
防
止
法
二
条
四
項
の
「
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
」
と
い
え
る
た
め
に
は
、〔
１
〕
当
該
情
報
に
ア
ク

セ
ス
し
た
者
に
当
該
情
報
が
営
業
秘
密
で
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
、〔
２
〕
当
該
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
者
が
制
限
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
営
業
秘
密
管
理
指
針
改
訂
版（
経
済
産
業
省
・
平
成
一
五
年
一
月
三
〇
日
、平
成
一
七
年
一
〇
月
一
二
日
改
定
）。

松
村
信
夫
「
営
業
秘
密
を
め
ぐ
る
判
例
分
析
ー
秘
密
管
理
性
要
件
を
中
心
と
し
て
」
ジ
ュ
リ
一
四
六
九
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
二
頁
。

（
31
）
ト
ー
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
事
件
・
東
京
地
判
平
二
〇
・
一
一
・
一
八
労
判
・
九
八
〇
号
五
六
頁
。 

（
32
）
横
地
大
輔
「
従
業
員
等
の
競
業
避
止
義
務
等
に
関
す
る
諸
論
点
に
つ
い
て
（
上
）」
判
タ
一
三
八
七
号
（
二
〇
一
三
年
）
五
頁
は
、
不
正
競
争
防
止
法

上
の
「
営
業
秘
密
」
に
該
当
す
る
も
の
か
ど
う
か
で
、
競
業
避
止
合
意
の
有
効
性
の
要
件
が
異
な
る
と
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
前
掲
ト
ー
タ
ル
サ
ー

ビ
ス
事
件
を
挙
げ
、「
裁
判
例
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
は
、
特
に
右
の
点
を
明
確
に
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
『
営
業
秘
密
』
か
否
か
に
つ
い
て
判

断
す
る
こ
と
な
く
、使
用
者
の
保
護
利
益
の
有
無
・
程
度
を
判
断
し
て
い
る
。」
と
す
る
。
そ
し
て
、「
競
業
避
止
義
務
の
効
力
を
認
め
た
裁
判
例
が
『
営

業
秘
密
』
性
を
認
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、『
営
業
秘
密
』
該
当
性
が
な
い
こ
と
の
み
か
ら
合
意
の
効
力
を
否
定
し
た
裁
判
例
も
な
い
こ
と
か

ら
す
る
と
、
殊
更
『
営
業
秘
密
』
該
当
性
そ
の
も
の
を
争
点
と
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
よ
い
。」
と
す
る
。

（
33
）
関
東
工
業
事
件
・
東
京
地
判
平
二
四
・
三
・
一
三
・
労
働
経
済
判
例
速
報
二
一
四
四
号
二
三
頁
以
下
。
本
件
は
、
原
告
の
従
業
員
で
あ
っ
た
被
告
Ｂ
・
Ｃ
・

Ｄ
が
原
告
退
社
後
、
被
告
Ｋ
工
業
に
お
い
て
原
告
と
同
種
の
事
業
を
行
っ
た
こ
と
が
、
秘
密
保
持
義
務
違
反
、
競
業
避
止
義
務
違
反
等
に
当
た
る
と

し
て
、
原
告
が
、
被
告
ら
に
対
し
、
不
法
行
為
な
い
し
雇
用
契
約
上
の
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
裁
判
所
は
、「
当
該
規
制
に
よ
り
、
労
働
者
の
行
動
を
萎
縮
さ
せ
る
な
ど
そ
の
正
当
な
行
為
ま
で
不
当
に
制
約
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

す
る
に
は
、
そ
の
秘
密
情
報
の
内
容
が
客
観
的
に
明
確
に
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
点
で
、
当
該
情
報
が
、
当
該
企
業
に
お
い
て
明
確
な
形

で
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
最
低
限
必
要
と
言
う
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
、『
秘
密
』
の
本
来
的
な
語
義
か
ら
し
て
も
、
未
だ
公
然
と
知

ら
れ
て
い
な
い
情
報
で
あ
る
こ
と
は
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
し
た
。

（
34
）
新
大
阪
貿
易
事
件
・
大
阪
地
判
平
三
・
一
〇
・
一
五
労
判
五
九
六
号
二
四
頁
。

（
35
）
水
町
勇
一
郎
『
労
働
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
一
三
一
頁
、
等
。

（
36
）
東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
事
件
・
東
京
地
決
平
七
・
一
〇
・
一
六
労
判
六
九
〇
号
八
五
頁
。
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（
37
）
菅
野
和
夫
『
労
働
法
〔
十
版
〕』（
弘
文
堂
、二
〇
一
三
年
）
九
十
五
頁
、荒
木
尚
志
『
労
働
法
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、二
〇
一
三
年
）
二
六
一
頁
、等
。

（
38
）
岩
村
正
彦「
競
業
避
止
義
務
」角
田
邦
重
ほ
か
編『
労
働
法
の
争
点〔
第
三
版
〕（
二
〇
〇
四
年
）』一
四
八
頁
は
、競
業
規
制
の
合
理
性
の
評
価
に
あ
た
っ

て
、「
競
業
規
制
の
期
間
も
、
技
術
の
陳
腐
化
・
革
新
が
急
速
で
あ
り
、
経
済
活
動
の
動
き
も
早
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
最
小
必
要
限
度
に
止
め
る

べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
裁
判
例
は
、
企
業
の
技
術
的
秘
密
を
保
護
す
る
た
め
の
競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
が
問
題
に
な
っ

た
事
例
ば
か
り
で
は
な
い
が
、「
本
件
契
約
は
制
限
期
間
は
二
年
間
と
い
う
比
較
的
短
期
間
で
あ
り
、」、「
本
件
契
約
は
い
ま
だ
無
効
と
言
う
こ
と
は

で
き
な
い
。」
と
す
る
も
の
（
前
掲
フ
オ
セ
コ
・
ジ
ヤ
パ
ン
・
リ
ミ
テ
イ
ド
事
件
判
決
・
一
三
八
〇
頁
）、
入
社
時
に
お
け
る
、
退
職
後
の
三
年
間
は

競
業
し
な
い
旨
の
特
約
に
つ
き
、
そ
の
効
力
判
断
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
つ
つ
、
そ
の
特
約
の
効
力
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ

れ
た
も
の
（
前
掲
新
大
阪
貿
易
事
件
・
大
阪
地
判
平
三
・
一
〇
・
一
五
労
判
五
九
六
号
二
一
頁
）、
従
業
員
に
対
し
退
職
後
三
年
以
内
に
限
っ
て
競
業
避

止
義
務
を
課
し
て
い
る
と
し
つ
つ
、
就
業
規
則
上
の
就
業
避
止
義
務
に
違
反
し
損
害
賠
償
義
務
を
免
れ
な
い
と
す
る
も
の
（
東
京
学
習
協
力
会
事
件
・

東
京
地
判
平
二
・
四
・
一
七
労
判
五
八
一
号
七
〇
頁
、
七
二
頁
）、「
時
間
的
に
三
年
間
、
退
職
後
の
同
業
種
へ
の
就
職
を
禁
止
す
る
競
業
避
止
契
約
は
、

再
就
職
の
際
の
職
業
選
択
の
自
由
に
対
す
る
著
し
い
制
約
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
契
約
の
解
釈
に
つ
い
て
、
契
約
締
結
の
目
的
、
必
要
性
か
ら
み
て
、

合
理
的
な
範
囲
に
制
限
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
」
と
す
る
も
の
（
西
部
商
事
事
件
・
福
岡
地
裁
小
倉
支
部
判
平
六
・
四
・
一
九
労
判
一
三
六
〇
号
四
八
頁
）、

「
競
業
避
止
義
務
の
期
間
（
一
年
間
）
は
比
較
的
長
く
、
退
職
金
の
額
は
競
業
避
止
義
務
を
課
す
こ
と
に
比
し
て
十
分
な
額
で
あ
る
か
疑
問
が
な
い
と

は
い
え
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
就
業
規
則
に
お
け
る
競
業
避
止
義
務
規
定
に
合
理
性
が
あ
る
と
は
解
さ
れ
ず
、
退
職
後
の
競
業
避
止
義
務
違

反
を
理
由
に
退
職
金
請
求
権
が
発
生
し
な
い
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
さ
れ
た
も
の
（
モ
リ
ク
ロ
事
件
・
大
阪
地
判
平
二
三
・
三
・
四
労
判
一
〇
三
〇

号
四
六
頁
）、
期
間
、
地
域
の
範
囲
に
つ
い
て
、「
保
険
商
品
に
つ
い
て
は
、
近
時
新
し
い
商
品
が
次
々
と
設
計
さ
れ
販
売
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
（
公
知
の
事
実
）、
保
険
業
界
に
お
い
て
、
転
職
禁
止
期
間
を
二
年
間
と
す
る
こ
と
は
、
経
験
の
価
値
を
陳
腐
化
す
る
と
い
え
る
か
ら
（
原
告
本
人
）、

期
間
の
長
さ
と
し
て
相
当
と
は
言
い
難
い
し
、
ま
た
、
本
件
競
業
避
止
条
項
に
地
域
の
限
定
が
何
ら
付
さ
れ
て
い
な
い
点
も
、
適
切
で
は
な
い
」
と

さ
れ
た
も
の
（
ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
・
カ
ン
パ
ニ
ー
事
件
・
東
京
地
判
平
二
四
・
一
・
一
三
労
判
一
〇
四
一
号
八
七
頁
）、
等

が
あ
り
、
競
業
規
制
の
期
間
の
判
断
は
、
事
例
に
よ
っ
て
、
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

（
39
）See, A

nn C. H
odges and Porcher L. Taylor III , A

RT
ICLE: The Business Fallout from

 the Rapid O
bsolescence and Plannned O

bsolescence 

of H
igh-Tech Products: D

ow
nsizing of Noncom

petition Agreem
ents, 6 Colum

. Sci. &
 Tech L. Rev. 3

（2005

）.

（
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序章　アメリカにおける雇用関係終了後の競業禁止特約の研究
―判例法理の展開を中心に―



（
41
）
使
用
者
の
「
営
業
秘
密
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
特
許
申
請
す
る
か
、
そ
れ
と
も
競
業
禁
止
特
約
等
に
よ
り
「
営
業
秘
密
」
と
し
て
保
護
す
る
か
は
、

ま
さ
に
当
該
企
業
の
知
的
財
産
の
戦
略
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

74（29）

摂南法学第50 号〔2015.3〕


